
三原市立沼田小学校 生徒指導規程 

 

目的 

 この規程は，児童に望ましい生き方を身に付けさせるとともに，児童が自ら判断し，行動し，その結

果に責任をもつという自己指導能力の育成を図るためのものである。そのために，第五中学校ブロック

の小中学校が同じベクトルで，保護者や地域の協力を得ながら取組をすすめるものとする。 

 

１ 登下校に関する指導 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 登校後の外出に関する指導 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 服装・頭髪等に関する指導 

 

 

 

 

 

服

装 

＜制服の上下＞ 

 標準服 

＜ポロシャツ＞ 

 白（半袖・長袖）（下着については色や柄がすけないようにする。） 

（※タートルネック等ポロシャツの襟から見えるものは不可） 

＜名札＞ 

 登校時につけ，下校時にはずして学校においておく。 

 夏服の場合…ポロシャツの左胸につける。 

（１）連絡なく児童が登校しない場合は，速やかに保護者に連絡をとり状況を把握する。 

（２）家庭を出ているにもかかわらず登校しない場合は，児童の所在把握に努めるため，速やかに

家庭に連絡をとり，職員が巡回をする。 

（３）所在把握ができずに時間が経過する場合は，保護者に連絡をとり，警察に保護願いを出すよ

うに依頼する。 

（４）繰り返し遅刻がある場合には，保護者に連絡をとり，指導する。 

（１）登校後，無断で学校外に出た場合は，職員が巡回するとともに，保護者に連絡をとり，必要

に応じて警察に連絡する。 

（２）児童を発見した後は，特別な指導（別室指導）を行う。１時間以上又は１日以上の特別な指導

（別室指導）を行い，落ち着いて集団生活ができるようになると管理職等が判断した場合，学級

の生活に戻ることができる。そして保護者に連絡する。 

（３）継続する場合は，状況に応じて特別指導（別室指導）を行い，当該児童と保護者に来校しても

らい指導する。 

（１）学校生活にふさわしくない服装・髪型等については，児童に指導するとともに，保護者に連絡

し，改善させる。 

（２）学校生活にふさわしくない服装・髪型等が継続する場合は，該当児童と保護者に来校してもら

い指導する。 

 



 冬服の場合…上着の左胸につける。 

 紛失・破損等で使用的なくなった場合は，個人で学校で購入する。 

＜靴下＞ 

 スクールソックス（白・黒・紺色，くるぶしが隠れるもの）ワンポイント可 

 ハイソックス可（ただし，オーバーニーソックスは不可） 

 ＜靴＞ 

 運動靴（白色単色）（ひも靴でもマジックテープでもよい） 

＜帽子＞ 

 スクール帽子（黄色） 

＜スカート・短ズボンの下＞ 

 黒スパッツ（短）可（短ズボンやスカートからはみ出さないもの） 

＜寒さ対応＞ 

 ・長ズボン 

  冬を通して履く場合，標準服と同素材の長ズボン 

  風邪などで体調が悪い場合（短期間），黒・紺のズボン（ジーパン不可） 

   ※標準服と同素材の場合は連絡はいりません。それ以外は担任に連絡してください。 

 ・タイツ 

  黒（長スパッツ（10分丈）の場合，スクールソックスと合わせて使用する。 

   ※体操服に着替えるときは脱ぐ 

 ・手袋・マフラー・ネックウォーマー・耳当て（ただし，校舎内着用不可） 

 ・ジャンパー等防寒着可（ただし，校舎内着用不可） 

 ・標準服の下に，黒・紺のセーターまたはベスト・カーディガンを着てもよい。 

＜夏＞ 

 ・標準服（下） 

 ・ポロシャツ（白）半袖・長袖 

＜その他＞ 

 ・ゴム…黒・紺・茶色 

 ・マスク…色の指定なし（新型コロナウイルス感染拡大防止のため） 

髪

型 

パーマ・染色・脱色・長さの差が極端にあるツーブロック・剃り込みなど特異な髪型は禁止する。 

整髪料は使用しない。 

眉毛を剃ったり，マスカラ・マニキュア・アイプチ・化粧等はしない。 

日焼け止め，消臭スプレーは原則禁止とする。体質等により使用が必要な場合は，学校に伝える。

ただし，授業などには遅れない。 

前髪は目にかからない。 

後ろ髪は伸びたら，1か所または 2か所で結ぶ。 

前横髪は垂らさない。 

ヘアピンは安全面の理由で使用禁止。 

 

（１）きまりに規定された制服等以外の着用については，別室で児童に指導する。その後，保護者に連 

絡し，次の日から直して登校することを指導する。 



（２）きまりに規定された制服等以外の着用が継続するようであれば，特別な指導（別室指導）をする。 

その後，当該児童と保護者に来校してもらい，改善にむけて指導する。 

 

４ 持ち物に関する指導 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 学習規律に関する指導 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※筆箱やその中身については，各校で決める。 

 

６ いじめ・暴力行為に関する指導 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）携帯電話（スマフォ）・ゲーム機・お金・装飾品・漫画，菓子等を持ってきた場合は，学校で預

かり，保護者に連絡し返却する。持ち込みが続く場合は，当該児童と保護者に学校に来てもらい指

導する。菓子類をもらって食べた児童も保護者に連絡する。２回以上続く場合は，当該児童と保護

者に学校に来校してもらい指導する。 

（２）エアガン・ナイフ類の危険な不要物，たばこ等の未成年者に認められていないものについては，

学校で預かり，当該児童と保護者に来校してもらい指導する。 

（３）学校全体で不要物の持ち込みが続く場合や危険な不要物があった場合等，状況に応じて全校，学

年及び学級での持ち物検査の実施や関係機関と連携をする。 

※中学校に準ずる 

（１）暴言・騒ぐ・暴れる・立ち歩き・指導に従わない等の授業妨害については，状況に応じて１時間

以上又は１日以上の特別な指導（別室指導）を行い，落ち着いて集団生活ができるようになって管

理職等の許可のもと，学級の生活に戻ることができる。そして保護者に連絡する。続く場合は，状

況に応じて特別指導（別室指導）を行い，当該児童と保護者に来校してもらい指導する。 

（２）エスケープについては，１時間以上又は１日以上の特別な指導（別室指導）を行い，当該児童と

保護者に来校してもらい指導する。 

（３）授業中に，寝る・私語をする・学習意欲がなく授業に集中しない等，同一授業時間内に３回の注

意・指導を受けた児童は，最低１時間以上の特別な指導（別室指導）を行う。 

（４）授業に必要なものを２日以上続けて忘れる場合は，保護者に連絡する。 

（１）児童のけがなどの安全確認をする。 

（２）被害・加害児童への事実確認を複数の職員で行う。 

（３）いじめを受けている児童の保護，救済を行う。 

（４）いじめについては，「いじめ防止委員会」で対応策を決定し取り組む。 

（５）加害児童は，１日以上の特別な指導（別室指導）を行う。その際，確認した事実に基づき，再発

防止に向けた指導を行う。加害児童と保護者には来校してもらい，事実と指導内容を基に指導す

る。 

（６）加害児童は，二度と繰り返し行わないこと，集団の中で落ち着いて生活できることが確認でき，

管理職の判断のもと，学級の生活に戻ることができる。 

（７）被害児童の保護者に事実と指導内容を報告し連携する。 

（８）指導後の人間関係に注意を払い，経過を観察する。経過を保護者に連携する。 

 



 

 

 

７ 問題行動に関する指導 

 いじめ，暴力行為，万引き，落書き，喫煙，器物破損，窃盗，家出，夜間徘徊，窃盗，恐喝，爆竹等

の異常な迷惑行為，誹謗中傷の書き込み，その他法律に触れる行為や警察の補導対象となる行為 

 

 

 

 

 

 

 

８ 器物破損に関する指導 

 

 

 

 

 

９ 校外での遊びに関する指導 

 

 

 

 

 

10 特別な指導 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 関係機関との連携 

 

 

 

令和４年 1月１９日 作成 

（１）上記の問題行動については，状況に応じて最低 1 時間以上又は１日以上の特別な指導（別室指

導）を行う。当該児童と保護者に来校してもらい，事実と指導内容を説明し，学校の指導に対する

協力をお願いし，関係機関と連携しながら，特別な指導（別室指導）を継続する。当該児童が繰り

返し行わないこと，集団の中で落ち着いて生活できることが確認でき，管理職の判断のもと，学級

の生活に戻ることができる。 

（１）当該児童に対して，状況に応じて１時間以上又は 1 日以上の特別な指導を行う。保護者に来校

してもらい，その場で，当該児童と保護者と職員で事実を確認し，指導内容を保護者に伝える。 

（２）児童及び保護者の責任において，修理・弁償することとする。 

 

（１）児童だけで校区外に行く，エアガンなど危ない遊びをする，他人の土地に侵入する，ゲームセン

ターに児童だけで行くなど，学校のきまりに記載されていることを守れない場合は，保護者に事

実と指導内容を説明し，指導する。内容によっては，来校してもらう。  

 

（１）法令・法規に違反する行為やその他教育上必要と認められる場合は，保護者と当該児童に来校し

てもらい，保護者に事実と指導内容を説明する。保護者には，学校の指導に対する協力をお願い

し，関係機関と連携しながら特別な指導を行う。 

（２）特別な指導とは，児童が自ら起こした問題行動を反省し，よりよい充実した学校生活を送るため

のもので，一定時間（状況に応じて最低 1時間以上），別室で指導する。当該児童が，自らの言動

を反省するとともに，集団の中で落ち着いて生活ができると，担任及び管理職が判断した場合，学

級での生活に戻ることができる。 

 

保護者の教職員（学校）への理不尽な要求や威圧行為，業務妨害，暴力行為については，警察等の関係 

機関と連携する。 

（９）いじめについては，最低３カ月は，被害児童の状況を教職員間で確認し合う。 

（10）状況に応じて，学級や学校全体での指導を行う。 

（11）状況に応じて，警察等の関係機関と連携する。 


